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議 事 録 
名古屋議定書に係る国内措置のあり方検討会 

第２回 
 
 
１．日 時： 平成 24年 9月 27日（金）15:30～17:40 
２．場 所： フクラシア東京ステーション Room 5K 
 
３．議事次第 
１）国内措置のあり方に関する論点整理について 

 
４．配布資料 
資料１   国内措置のあり方に関する論点整理について 
参考資料１ 「平成 23年度名古屋議定書に係る国内措置検討のための懇談会」における 

主な意見について（修正版） 
参考資料２ COP11 におけるABSに関するサイドイベントについて（案） 
参考資料３ 名古屋議定書の締結に向けた国内措置の検討について 

（委員配布資料） 
・国内措置の枠組みについて（北村委員） 
・説明資料（鈴木（睦）委員） 
・植物育種と利益配分（寺田委員） 
・植物育種の特徴とABS～CBDと ITPGRFA～（寺田委員） 

 
５．出席者 
（委員） 
磯崎座長、浅間委員、足立委員、小幡委員、北村委員、鈴木（健）委員、鈴木（睦）委員、 
炭田委員、寺田委員、西澤委員、二村委員、藤井委員、丸山委員、吉田委員 
 

（関係省庁） 
外務省、農林水産省、経済産業省、文部科学省、厚生労働省、国土交通省 
 

（事務局） 
○環境省：星野大臣官房審議官、亀澤自然環境計画課長、牛場生物多様性施策推進室長、奥田生物多様

性地球戦略企画室長、上河原総務課長、永見課長補佐、中澤課長補佐、浅原係長、辻田係長、山崎係

長、小林事務補佐員 
○ノルド社会環境研究所：薗主任研究員、市村研究員、他 
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６．議事録 
 
開会  
○中澤課長補佐 それでは、定刻になりましたので、遅れていらっしゃるというご連絡のあった足立先

生以外の委員の方がお揃いになりましたので、第 2回の検討会を始めさせていただきたいと思います。 
開会にあたりまして、星野審議官から一言ご挨拶を申し上げます。 

○星野審議官 環境省大臣官房審議官を務めております星野でございます。名古屋議定書に係る国内措

置のあり方検討会の開催に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げます。 
 本日はお忙しい中、検討会にお集まりいただきまして、誠にありがとうございます。第 1回検討会で

は、委員の皆様方から多くの率直なご意見をいただきまして、大変ありがとうございました。 
 先日、関係省庁の局長クラスが集まり、COP10及び MOP5の決定事項の実施等に関する関係省庁連

絡会議を開催いたしました。この会議では、来月インドで開催されます COP11、COP－MOP6に向け

た情報交換などを行うとともに、名古屋議定書の締結に向けた国内措置の検討について、三つのことを

確認いたしました。 
 一つ目は、可能な限り早期の締結に向け、関係省庁が協力して情報収集を行い、国内措置の検討を早

急に進めること。 
 二つ目は、我が国の遺伝資源及び伝統的知識の取り扱いについて、幅広い関係者による開かれた議論

を行い、我が国の提供国としての対応を決定すること。 
 三つ目は、国内の関係者から支持され、かつ、国際的にも合理的な説明が可能な、利用国としての遵

守に関する措置を早急に検討すること。 
 以上の三つを確認したところでございます。環境省といたしましては、開かれた議論の場の一環とし

て皆様方にこの検討会の場でご議論いただきますとともに、COP11 で他国の情報も収集した上で、関

係省庁とともに日本にふさわしい国内措置を検討してまいりたいと考えております。 
 本日の検討会では、国内措置のあり方に関する論点について、さらにご議論をいただきたいと思って

おります。委員の皆様方からの幅広いご意見を賜りたいと考えておりますので、よろしくお願いいたし

ます。 
○中澤課長補佐 続きまして、本日お配りしております資料の確認をさせていただきたいと思います。

お手元に資料一覧がございます。 
 本日の資料は、資料１「国内措置のあり方に関する論点整理について」参考資料１「平成 23 年名古

屋議定書に係る国内措置検討のための懇談会における主な意見について」、前回、炭田委員からのご指

摘を踏まえ修正しているものです。それから、参考資料２「COP11における ABSに関するサイドイベ

ントについて（案）」。参考資料 3、星野審議官からご説明させていただきました、「名古屋議定書の締結

に向けた国内措置の検討について」。この３点を参考資料としてお配りしております。 
 また、事務局からお配りしている資料以外に、寺田委員からパワーポイントの資料、さらに、北村委

員から A4の資料が配付されております。それから、鈴木（睦）委員から、パワーポイントの資料をい

ただいております。 前回欠席の委員の方々をご紹介させていただきます。委員名簿は参考資料 1にご

ざいます。まず、上智大学の北村委員、国立遺伝学研究所の鈴木（睦）委員、筑波大学の吉田委員でご

ざいます。 
 先ほども申しましたが、足立委員は、遅れていらっしゃるということです。 
 それでは、座長の磯崎先生に進行をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 
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１）国内措置のあり方に関する論点整理について 
○磯崎座長 こんにちは。前回と比べると、今回は 1時間短いので、論点を絞って議論を進めたいと思

います。 
 振り返って、前回の議論ですが、それぞれ意見を伺った中でこの検討会の焦点と少し離れる議論もい

くつかあったのですが、検討会の趣旨や範囲は、前回資料の 1と先ほど星野審議官が触れていた今日の

参考資料 3で整理をされています。名古屋議定書でそれぞれの国が国内措置をとらなければいけないこ

との中で、特に 15条、16条、17条の義務に沿ってとるべき国内措置について検討するという観点から

すると、前回の議論の中で、それぞれの国、特に提供国が国内法で定める内容に関する要望的な内容が

いくつか入っていましたが、提供国が国内法で定める内容について議論をすることはできませんので、

それについては、今日の議論の中では触れないようにしたいと思います。 
 それから、参考資料 3との関係ですが、前回私が、ブリュッセルで EUコミッションの担当者と話し

たことについて産業界の意見が聞きたいと触れました。EU で一番多く出てきた議論は、ほかの企業と

の競争に負けるような形あるいは企業間で格差がつくようなことを避けたいということで、それは、EU
の域内でも確保し同時にEU域内の企業とEU域外の企業との間では比較的に優位に立ちたいという意

見が EUの企業から聞かれたということでした。前回の議論で、産業界の方々からその点の評価があま

りなかったのですが、もちろん、EU コミッションの見解もこれからほかの部局の議論を経て決まって

きますので EUの環境部局の意見がそのまま動いていくとは分からないのですけれども、そのような意

見が非常に強かったということを彼らが触れていましたので、もしご意見があれば発言していただきた

いと思います。 
 いまの基本的な枠とポイントを前提にして本日の議論に入りたいと思いますが、最初にも触れました

ように、全体で 2時間ですので、最初に前回の論点整理に挙げられていて前回議論した（1）～（4）に

ついて、特に前回欠席された方々に意見を述べていただきます。その後で、1 週間少しの間を置いて今

日まで考えておいていただいたことで改めて議論する形で、（1）～（4）についての全体の議論をした

いと思います。その後で、残されている（5）番と（6）番について審議をするというスケジュールで考

えていますのでお願いいたします。それでは、前回欠席された委員のご意見を伺いたいと思います。 
○鈴木（睦）委員 第 1回目は休んでしまいまして、どうも申し訳ございませんでした。そのとき、意

見の紙を出させていただいたのですが、文字ばかりでわかりにくかったもので、今回はパワーポイント

を作ってきました。「説明資料」を見てください。論点（1）～（4）の話が散りばめてある形になって

います。その前提から入らせていただきます。 
 （pp2）私自身が知財マネジメント専門なのですが、イノベーションがどうやって起こるかというの

はよく話をしているところです。遺伝資源にイノベーションはどのように起こるかということを当ては

めたのが、1枚目の下の矢印が四つあるものです。実際に物ができる、イノベーションが起こる段階は

いくつかあります。よく言われていることが、基礎研究がまずあって、応用研究があって、実用研究が

あって、上市後の調査、マーケットによるアフターケアもあります。その中で、基礎研究のときは星の

数ほどたくさんの遺伝資源及び遺伝資源の派生物、また、遺伝資源を使って出た研究成果について多く

のトライ・アンド・エラーが行われて、その中で研究成果が出て、またその研究成果が使われるという

ふうなローテーション、大きなサイクルが回っていまして、その結果、論文がアウトプットになって出

てくる。このとき使われる遺伝資源というのは、すごい数が使われます。また、その中でうまくいった

ものが応用研究になり、例えばこの薬の成分が、こういう薬効を持っているからこういう成分で特許を
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取ろうという話で、応用研究の中で特許が取られていきます。それで、実際の商品に向けた実用研究、

どのような製剤がいいかとか、どのような化合物をいろいろいじってどのような化合物の化学式が一番

よく効くかとか、実用に向けた研究がされて、商品が初めて生まれます。商品が生まれた後に、その薬

が副作用なくちゃんと販売が持続できるかなどの研究や調査が行われます。遺伝資源そのものや、遺伝

資源からの派生物、遺伝資源の成果というものの数で見ますと、基礎研究は山ほどある。応用研究の中

でうまくいったものがいくつかあって、実用研究まで行くのは本当に少なく、また、実際に商品になる

のはすごく少なく、金銭的な利益がちゃんと生まれるのは本当に何万分の 1の確率であります。それで、

ともかく上流において多くのトライ・アンド・エラーを行うことが大事ですし、このように遺伝資源が

段階別に使われるときに、商業利用と非商業利用の厳密な区別は難しいのですが、商品化だったら商品

化、特許だったら特許というような段階で分ける区別は、可能になります。 
 （pp3）このような遺伝資源の使われ方をしているということは、実際にやっている人は常識的に知

っていますので、例えばほかの国でどのような対応をしているかということに関しまして、スイスの例

を調べて見ますと、デューデリジェンスとレポートの義務、PICと MATを守らなければいけない義務

とレポートの義務、二つの義務が存在して、MAT 自身は市場に出たときに届出をしなければいけない

と決まっております。ここに書いた文章は、スイスのドラフトの説明からとった文章ですけれども、非

商業的な研究に適用されるのはデューデリジェンスの要件だけで、レポートの義務と通報の要件は適用

されないという形になっていまして、また、任意で通報することは可能にすべきであると書かれていま

す。すなわち、基礎研究というのはトライ・アンド・エラーが要って、すごくたくさんの量が要って、

そこでは円滑に流通することがすごく大事でありますので、スイスでは、もちろん PICと MATなどの

守る義務というものはあるけれども、市場に出たときに MATの届出を義務化しています。この方式を

そのまま日本に当てはめろとは言いませんが、スイスでも基礎研究に関してそれ相応の考慮があるので、

基礎研究に対しての考慮というのは、やはり日本の国内措置でも必要だと思っております。 
 （pp4）海外からの遺伝資源とその関連物ということを考えますと、遺伝資源に関してたくさん種類

があるのですが、この五つに簡単に示させていただきました。まず、一番よくある提供国から野外で採

取したものを利用国に移動するもの。これはよくあることで、一番典型的な例だと思います。あといく

つも例がありますが、例えば基礎研究の材料として研究者コミュニティで使われているもの。その中に

は、寄託機関やカルチャーコレクションなどにデポジットされて、世界中で共有されているもの、DNA
ライブラリーも含めて、学術のコミュニティで通常に運用されているものがあります。また、販売され

ているもの。帰化植物のように、意図しないで移動したもの。情報からつくるもの。例えばヘビ毒が公

知の情報で、その DNAの情報からタンパク合成が可能ですので、それでつくったものなどがあります。

提供国において、遺伝資源の範囲に関しては、この五つが入る可能性があります。しかしながら、実際

にモニタリングの困難さなどから、一番上の提供国から野外で採取したものを利用国に移動するものと

いう一番典型的な遺伝資源に関して、今回の国内措置はやはり適用すべきものだと思っています。 
 （pp5～6）我々は大学の共同利用機関で、大学の代表みたいなものですので、大学においてアンケー

トをしました。時間の関係で全部は説明しませんが、大学においてはやはり簡易な手続を要望しており、

また、大学で対応に当たれるか不安があるということや、基礎研究に配慮を求めたいということ、さら

に実際に提供国とやりとりをすると手続がとても煩雑でなかなか物が手に入らない、窓口もわからない

ために実質的に手に入らなかったこと、英語での申請書がなくて、例えばポルトガル語しかなくてうま

くいかなかったなど、提供国から遺伝資源を取得するのに現時点においても苦労しています。こういう

状況はまだまだ整備されるまでに時間がかかると思いますので、提供国の制度があまり整備されないと
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いうことも、今回、国内措置を考えるときに考えていかなきゃいけないと思っております。 
 （pp7）4 ページ、最後の紙を見ていただきまして、アンケートをまとめますと、先ほど言ったよう

に、相手国の整備があまり進んでいない。二つ目として、大学からの要望としてそれに対する管理体制

が不十分であることからセミナーやガイドラインの策定などが必要であろう、また、相談窓口の設置や

国家間の協定の締結などを要望している、というのが今回アンケートで浮かび上がってきました。 
 （pp8）今日の論点の「その他」のところで、もし時間があればまた説明させていただきたいのです

けれども、我々、大学向けの対応窓口というのを設置いたしました。これは論点の「その他」に当たり

ますので、もし時間があれば、そこで説明したいと思います。以上です。 
○磯崎座長 北村さん。 
○北村委員 お手元に 1枚紙を配らせていただきました。前回休んですみませんでした。私は、上智大

学の法科大学院で環境法、行政法を専攻しておりますが、国内法の整備ということを念頭に置いたとい

うことでお招きいただいたのだろうと考えております。それでは、順次説明をいたします。 
 前回、事務方のほうから、「論点整理について」という紙を頂戴して、そこで具体的に、1回目におい

て出された議論の要点を拝見したところ、「法律かガイドラインか」で整理の軸があるように思われた

のであります。これは、法律であると強制アプローチであって、ガイドラインだと任意アプローチであ

るという、二分法のように思われます。これはこれで規制の原則的な対立のようにも見えたのでありま

す。しかし、このような対応と申しますのは、国際関係においては、条約の誠実な履行というニーズが

当然あるわけでありますし、また、さはさりながら、いろいろ不確定な要因もまた抱えているというよ

うな状況もあるということでありますと、こうした二分法的なアプローチというのは、いささか適切さ

を欠くのではないかと考えております。結果的に、二段階で考えるという仕組みがどうだろうかという

ことであります。こうした国内法はありませんので、全く新しい状況に対応したものでありますから、

皆様方におかれましては、聞いたことがないとおっしゃるかもしれませんけれども、それだけこの問題

が非常に新しい性格を持っているということは、私自身も認識しているところであります。 
 すなわち、「3.」のところですけれども、枠組み的な国内法をまず制定して、そのもとで法的、行政的、

政策的措置の組み合わせと、こういう考え方ではいかがかというわけであります。枠組み条約＋議定書

というのは、今回もそうですけれども、これは国際的なレジームの話ですけれども、国内においてこう

いうスキームをとれないか。こういうことが可能になる条件というのは、ある程度緊急対応の必要性が

あると。しかも、条約において大枠は合意されている。全く一から何かをつくっていくわけではないと

いう条件がある。しかし、状況的には不確実性、不確定性というのが国内外に存在している、こういう

ような場合に適用できるじゃないかというわけであります。 
 また、条約のほうが、「立法上、行政上又は政策上」というフレーズを使っていまして、「立法上の措

置」というふうに優先的順位を与えているようにも見えるということが一つであります。また、何らか

の国会の議決による法律というものになりますと、締約国としての責任ある対応を明確に対外的に表現

できるというメリットがあります。 
 また、このような議論を見ていても考え方があるようでありまして、種々の政策的要素の調整結果と

しての法律、民主的討議を経た国権の最高機関である国会の立法上のものが適切であるとも考えられる

わけであります。そこでは、名古屋議定書の趣旨を確認しまして、そのもとで講じられるべき措置のメ

ニューを列記する。そこで確定するわけではないですけれども、メニューを列挙するというような枠組

みはどうだろうかと考えたところであります。 
 具体的に規定されるべき内容、「5.」のところでありますけれども、いろいろ制約があろうということ
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は、何となく感じるところであります。すなわち、各委員のご意見によりますと、知見が十分にないと

か、外国の状況が流動的であるとか、国内でもいろんな立場があって、いろんな議論があるといった状

況で、一発で決められないというようなことがあろうかと思うわけであります。そこで、時間軸を法律

の中に取り込みまして、枠組み法という、枠組みを確定するものの、その中では順次確定していくとい

うことが考えられるというわけであります。全てが整わないと議定書が実施できないというのでは、経

済活動に不合理な制約が課されてしまいますから、それは適切ではないということであります。もちろ

ん、具体的な仕組みというのは多様でありまして、強制力をもつ法律もあれば、訓示規定にとどまる法

律、「努めるものとする」というものですね、こういうものもありましょう。あるいは、基本方針や基

本指針でとめるということもありましょうし、業界内部のガイドラインにするということもあろうかと

思います。多様であるというのが私の認識であります。 
 しかし、それらを枠組み法で示されれば、この枠の中でやっていただく必要があるということであり

まして、このことは、まさに議定書を受けるという意味で、明記されていいのではないかと考えており

ます。議論が拡散してしまうわけでありまして、やはりここは議論の外枠、枠であるということを、国

会の議決という形での合意をするということが大事だろうと思っております。 
 我が国では、こうしたタイプの法律は「基本法」という形で従来制定されておったわけであります。

しかし、それに限定をする必要は全くないわけでありまして、プログラム法としての枠組み法は十分に

あり得ます。現在、生物多様性基本法、これは環境基本法のもとの「分野別基本法」という位置づけが

与えられております。循環基本法と同じですね。つくるときには、基本的の下に基本法があっていいの

かという議論をさんざんされましたけれども、別につくられているわけでありますので、今回議論する

「法律」と私は言いましたけれども、生物多様性基本法のもとでの「領域別基本法」というような形で

制定していけばどうかと、1回目の論点整理等々を拝読して、考えたところでございます。 
○磯崎座長 吉田さん。 
○吉田委員 前回 IUCNの世界自然保護会議がございまして、欠席させていただきました。私、大学で

は、世界遺産条約を初めとして、国際条約と生物多様性保全の関係を研究しております。ちょっと ABS
とはかかわりが浅いような感じですけれども、ABSの考え方自体、IUCNの 10年に一度開かれている

世界国立公園保護地域会議（1982 年）の中で、国立公園には生物多様性保全上重要な遺伝資源という

ものが、価値があるではないかという議論からスタートしたと聞いておりますので、そういった面でも

多少関連があるかと思います。名古屋での COP10では、むしろ愛知目標の設定のほうを中心に取り組

んでまいりました。ABSに関しては、ここに出席していらっしゃるバイオインダストリー協会さんや、

各製薬会社などの業界の皆さんのボランタリーな取組で、我が国の取組というのは、そういった面では

非常に積極的に取り組んできたということで評価できるかと思います。前回の皆様方の議事概要を拝見

しても、そういった点が出ておりました。 
 その中で、1 点だけちょっと申し上げたい部分は、チェックポイントの機能やその役割などについて

のところでございます。ABSに関しては、おそらく一回国内制度ができたら、もうそれでずっと変わら

ないというのではなくて、少しずつ運用しながらその実態を踏まえて変えていく必要が出てくるものだ

と思います。ルールが途中で変わっていくのは非常に好ましくはないのですが、でも実際、各国がどの

ように対応していくかを見ながら、変えざるを得ないところもあるのではないかと思います。 
 そういったことを考えますと、このチェックポイントという機能は、議事録の中で警察的なものは望

ましくないというお話もございましたけれども、そういったことよりは、現在の国内における ABS に

関する動き、PICや MATに関してどのように状況が進行しているかというのは、やはりこのチェック
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ポイントできちんと把握しておく。その上でそれに基づいて、また少しずつ国内措置も変えていくとい

う、そういう役割を担うのではないかと思います。そういう面で、届出は任意の情報提供にとどめたほ

うがいいというご意見もございましたけれども、チェックポイントは、情報に関しては PICに関しても

MAT に関しても、やっぱりきちんと把握しておく機能を持つべきだと思います。ただ、企業秘密もご

ざいますでしょうから、どこまで公開するかということはまた別の問題かもしれませんけれども、そう

いった情報をきちんと把握した上で今後の運用に資するといった役割を持つべきであると思います。 
 この 1点だけですけれども、前回の（4）までの議論の中で申し上げたいところは以上でございます。 
○磯崎座長 ありがとうございました。いま、3人の方からそれぞれ意見を述べてもらいましたが、そ

の一部は、実は既に資料 1の中に内容が反映されているところもあります。この資料 1は、今日の議論

より前にまとめられているので、必ずしも今の意見すべてが入っているわけではないのですが、ここで

頭の整理として、前回の議論、それから出されていた意見などをとりあえずまとめた資料ですので、こ

れについて簡単にお願いいたします。 
○山崎係長 それでは、資料 1 につきまして、ご説明させていただきます。A3 の資料をごらんくださ

い。  
 まず、こちらの表ですけれども、左側の欄には、前回の資料 7の国内措置のあり方に関する論点を記

入しております。右側の欄には、第 1回の検討会でいただいたご意見に加えまして、第 1回検討会をご

欠席されました鈴木（睦）委員のご意見と、炭田委員からご説明のありましたバイオ産業界の要望書に

ついて記述しております。この資料は、いただきましたご意見を該当する論点の項目に合わせて事務局

側で整理したものでありまして、論点に対するご意見としてここに整理できなかったものは、表の中に

は入れておりません。今回の検討会でさらにご意見をいただいた上で、名古屋議定書や関連する国際的

な約束に関する国際的な議論や、法制的な観点、関連する事実関係などを踏まえまして、今後、この表

を再整理していくことを考えております。なお、第 1回検討会の議事要旨につきましては、皆様にいま

ご確認いただいているところですが、後ほど環境省のホームページで公開させていただきます。事務局

の作業の遅れで今回の検討会で配付できなかったことをお詫び申し上げます。 
 次に、論点の内容についてご説明いたします。 
 まず、（1）の遵守に関する国内措置ですけれども、国際動向について情報収集しほかの先進国と整合

性のある遵守措置を検討すべきというご意見や、利用者が容易に対応できるよう、簡素で実際的なもの

にすべきというご意見などがございました。また、炭田委員からご紹介いただきました解説書などにつ

きましては、第 3回の検討会でご紹介したいと考えております。 
 次に、論点（2）遵守に関する国内措置の適用範囲でございます。①の適用の前提ですけれども、提

供国が ABS国内法令等によって議定書 6条 3を実施し、ABSクリアリングハウスに公開されている場

合に限定すべきというご意見などがございました。次に、②の適用の時期ですけれども、論点の文章を

明確化するために、「議定書が国際的に発効し、」というふうに、「国際的に」と論点の文章のところに

追加いたしました。また、提供国においても議定書が発効し、ABS国内法令を施行した後に取得した遺

伝資源に限定すべきというご意見がございました。次に、③番の適用の対象についてでございます。第

1回の検討会のご意見を踏まえまして、論点の文章を修正しております。「仲介者を介して取得する場合」

とし、「具体的に適用対象、或いは適用対象の除外については、どのようなもの、どのような場合を検

討すべきか」と追記しております。いただいたご意見の中身ですけれども、遺伝資源、遺伝資源の利用、

派生物の所有権などについて認識共有すべきというご意見や、これらについて、既に一定の考えを持っ

て対応しているとのご意見がございました。また、バイオ産業界からの要望書の中では、ヒトの遺伝資
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源は除外されていると解釈すべきというご意見がございました。コモディティにつきましては、「原則

として」対象外とし、原則でない例外的な場合を整理するべきというご意見と、コモディティはすべて

対象として、例外的な場合を整理すべきというご意見がございました。なお、コモディティは WTO で

扱われるべきとのご意見がございましたが、先ほどもお話ししたのですけれども、WTO や議定書の 4
条 1の解釈につきましては、事務局としても事実関係を確認したいと考えております。また、「その他」

のところにつきまして、商業的な利用と非商業的な利用のところですけれども、学術研究は対象外、あ

るいは、配慮した措置とすべきというご意見がございました。MATの内容に関する遵守につきまして、

MATの内容に関する関与の必要はないというご意見がございました。ITPGRについては、前回の検討

会では特にご意見ございませんでした。 
 次に、裏面に移りまして、論点（3）のチェックポイントでございます。遺伝資源の利用の監視につ

きましては、ABS クリアリングハウスに登録された PIC 取得状況を把握すべきというご意見や、国内

的にも国際的にも説明できる措置を求める意見がございました。また、②番目の情報の収集と提供です

けれども、自発的な連絡、必要最小限の届出、秘密情報の非公開などのご意見がございました。 
 次に論点（4）不履行の状況への効果的な対処ですけれども、①の遵守につきまして、秘密情報が多

いので、何をチェックするか明確化すべきとのご意見がございました。②の情報要求につきましては、

チェックポイントでは確認、注意、指摘をすべきというご意見や、任意の情報提供にとどめるべきとい

うご意見、また、バイオパイラシーへの対応などの利用者に利点のある制度を検討すべき、というご意

見がございました。 
 次に、論点（5）と（6）ですけれども、前回は時間の関係上議論できませんでしたが、こちらに該当

すると思われるご意見を、事務局のほうで記載しております。（5）遺伝資源等への主権の行使の必要性

についてですけれども、前回ご欠席の鈴木（睦）委員から、学術研究の観点から国内 PICの必要性は感

じないというご意見をいただいておりました。次に、論点（6）その他ですけれども、利用者が自らと

るべき対応につきましては、他者から遺伝資源を受け取る際には、PIC、MATを書面で確実に確認して

から入手すべき、というご意見がございました。また、適正な利用の推進につきまして、前回、炭田委

員からご説明いただいた JBA と経済産業省が作成している「遺伝資源へのアクセス手引」ですけれど

も、こちらは、条約に対応したものであって、議定書に対応した遵守や不遵守の国内措置には該当しな

いと思いますので、締約国の普及啓発措置の一つとして、こちらの論点の（6）に記載させていただい

ております。最後に、利用者への普及啓発ですけれども、議定書に基づくチェックポイントやモニタリ

ングについても普及啓発すべきとのご意見がございました。以上でご説明を終わります。 
○磯崎座長 ありがとうございます。先ほども触れましたように、吉田委員のチェックポイントに関す

る先ほどの発言はここには必ずしも反映されていません。それから、北村委員からの枠組み的な国内法

令に基づくという意見は、最初のほうの論点（1）、論点（2）に関連します。北村委員が触れたことで

すが、前回の議論の中では出てこなかったのですが、これまでもガイドライン的な措置をとろうとする

ときに、根拠になる法律がなくてもできるかどうか、それとも根拠になる法律が必要か、というような

論議がありましたので、それに対する一つの答えが先ほど示されたことにもなるかと思います。今日の

新しい意見、それから、これまでの意見をまとめた形になっていますので、ある程度整理はできたかと

思いますが、ここからは、前回出席されていた方も含めて、論点（1）～（4）で、さらに発言、または

コメントをぜひお願いいたします。 
○炭田委員 先ほど磯崎委員長から、欧州企業は比較劣位に立つこと、あるいは企業間格差がつくこと

を避けたいと考えていると言われたように思いますが、小生の注意力の不足でポイントを聞き逃した可
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能性がありますが、念のため、発言させていただきます。第１回会合の時に小生から「名古屋議定書国

内実施に関するバイオ産業界の要望」という参考資料を提出いたしましたが、その 1.②と 1.⑤に書いて

あることを、念のため述べさせていただきます。1.②は、日本の国内遵守措置は、組織の規模や業種に

かかわらず、すべての利用者が容易に対応できるように、簡潔で、かつ、実際的なものにすべきである。

この「組織の規模や業種にかかわらず」という意味は、非常に大きな企業でスタッフも十分に揃ってい

るような会社であろうと、零細企業と言われるような非常に小さな企業であろうと、両方とも格差なく

対応できるような実際的なものにすべきであるという意味が込められております。また、産業セクター

間の格差が生じないようにしていただきたいという思いも入っています。次に、1.⑤は、国内遵守措置

が遺伝資源の円滑な国際移動を妨げることになれば、日本企業は国際競争上不利な立場に置かれること

になるから、世界の主要先進国の動向について十分情報収集を行い、日本にとって貿易上の不利になら

ない措置を検討することが必要であるということです。ご参考まで。 
○磯崎座長 その観点で EUはもう少し狭いことを言っています。明確な法律に基づく措置をとろうと

しているいくつかの先進国があるときにそこと比べて不利にならないように、それから、提供者・提供

国がある程度法制度に基づく国内措置をとっている国のほうを選んでしまうことを考えたときにはそ

こで不利にならないように、一部の企業から一番厳しいまたはある程度厳しい国と同じレベルのものを

定める必要があるのではないか、という意見があったという趣旨です。そのほか、いかがですか。 
○鈴木（睦）委員 論点（2）の④の ITPGR-FAとの関係で、まだ意見が出ていないという話ですので。 
 ITPGR-FA自身はすごくすばらしいものなのですが、名古屋議定書の遺伝資源との境界線はどうする

かというところが若干不明確なように思います。ITPGR-FAのクロップリストに入っているものをもら

って、出た利益の何％かを FAO に出すというシステムが基本だと思うのですが、クロップリストに入

っていないものはどうするか、また、クロップリストに入っていても農業の利用以外のときのものは除

外されると思うのですが、境界領域自身もあると思いますし、大学が使うときはこの ITPGR-FAに大学

が使ったときの利益の還元の考え方と、また若干まだまだ整理が必要なものがあります。私の意見とし

まして、ITPGR-FAの関連というもので、遺伝資源との境界に関して、明確に具体的に考えるべきだと

いうことを出させていただきたいと思っています。 
○磯崎座長 関連して、寺田委員から、ITPGRと育種とのかかわりということですが。 
○寺田委員 はい。資料として、カボチャの絵の描いてある「植物育種と利益配分」と、ITPGR-FA関

係で「植物育種の特徴と ABS」と書いてある 2枚を準備致しました｡まず、カボチャの絵の描いてある

「植物育種と利益配分」について、植物育種のバックグラウンドを説明させていただきまして、その上

で、ITPGR-FAとCBD の関係を少しご説明させていただきたいと思います。 
 カボチャの絵で描きましたけれども、「市販品種」と書いてある A1の記号の系統に、遺伝資源か遺伝

素材か定かではないのですけれども図中の W１の記号の野生種の系統を原産国から輸入しまして、まず

交配します。市販のカボチャ A1 を、1 回ではなくて何回も得られた子孫に交配していくとだんだんと

得られる子孫が市販の品種 A1に近づいてきまして、右に描いてある顔みたいな模様のあるカボチャの

例えばまずくて小さいとの様な性質から、だんだん市販品種の持っているおいしくて食べやすいという

ような性質が強くなっていくわけですね。まず育種計画を考えて、いまのハロウィーンの時期に備えて、

顔みたいな模様を市販のカボチャに入れようという企画があったときに、原産国に行ってそういう模様

のあるカボチャを見つけてきて育種によって新品種にその形質を入れるというような形に実際にはな

るわけですね。そうした場合に、ここで書いてあるように、その遺伝素材 W1を使うのは一番初めの 1
回限りで、それから何回も別にその素材 W1を使うわけではなくて、その遺伝素材 W1から得られた血
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を引いた子孫をどんどん使っていくという形になるわけです。その W1の横に、更に W3とか W2とか

の記号の遺伝素材が書いていますけれども、それ以外の遺伝素材もいろいろ使っていって違う性質をい

ろいろ入れていくことを繰り返していくのが育種でございまして、それから考えますと、一番下のほう

に赤いろうそくのついた CV1 という市販品種が描いていますけど、そういうのが新しい品種として出

てきた場合に、その CV1には、いろいろな野生種というか、W1と書いたような、ちょっと市販ではな

いようないくつかの遺伝素材を使うのと、市販品種もいくつも使っていくということが植物育種では通

常良く行われるわけですね。そうした場合に、新しくできた品種 CV1 というのは、結局、原産国の権

利というのはどういう形になるのか。オリジナルの一番初めに使った野生種 W1というものや、W3と

か W2とかいうものと品種 CV1というのは明らかに違っているわけなので、品種 CV1の販売は、遺伝

資源そのものの利用ではないとは思うのですけれども、この品種 CV1 について原産国の権利をどのよ

うに扱うべきなのかが名古屋議定書では不明確と思われます。派生物や子孫という場合には、どのよう

に扱うかは非常に不明確でございますし、途中で得られた中間的な遺伝素材みたいなものも、原産国か

らすれば、遺伝資源の利用に当たるのかとか、いろいろ不明確な点が CBD ではいろいろあるわけです

ね。しかも、このいくつもの遺伝素材を使うのですけれども、それを二国間協定で PICをとってやって

いたりすると、いくつも PIC をとっていって、それが全部原産国の権利に当たるとすると、品種 CV1
を市販したときに全部それを利益配分するということになってくると、例えば 1％ずつ払うにしても、

それだけですごい金額になってしまうというような不都合な面があるのをどうするのかが大きな問題

となります｡遺伝資源というのは何なのか、遺伝資源の利用というのは何なのかということが、非常に

重要になるわけです。市販品種を使うにしても、この育成に遺伝資源が利用されており、市販品種の育

種利用が遺伝資源の目的外利用とみなされて、これも利益配分の対象になるということになると、さら

に非常にたくさんのお金が必要になってくるということになります。 
 それからもう一つ、種苗業者は、この CV1 を買う第三者としての立場に立つことが多くあります。

我々が市販品種 CV1を買って自分たちの新しい育種に使おうとした場合に、CV1の上に書いてある、

どのようにできたかの育成経過は企業秘密なので品種 CV1を見ただけでは野生種 W1, W2及び／又は

W3 などが係っているのかどうなのかわからないわけですね。わからないのですけれども、実際には原

産国の権利がかかわっているとなってくると、本来、遡っていろいろ調べていかなければいけないです

し、一番初めに描いてある A1という市販品種についても遺伝資源を使っているということになります

と、遡って更にずっと古くの育成経過を調べないと利用された遺伝資源についての利益配分について、

何もわからないということになってしまいますので、遺伝資源の定義が何かがわからないと、PIC や

MAT を得るにしても、とるべきなのか要らないのかわからないことになるという、植物育種の場合、

複雑な状況にあるということをまずご理解いただきたいと思います。 その上で、別の資料「植物育種

の特徴と ABS」を見ていただきたいのですけれども、ITPGRFAというようなものは、先ほど鈴木委員

からお話がありましたように、裏のスライド 5のところに「クロップリスト」というリストが書いてあ

りますけれども、すべての作物について対象となっているわけではなくて、このクロップリストに書か

れているごく少数の作物が一応対象となっているわけです。そうではあるのですけれども、先ほどの話

のように、カボチャの例を挙げましたけれども、すべての植物で育種というのは、このクロップリスト

にあろうがなかろうがこのような複雑な問題をはらんでいるわけですね。それであるにもかかわらずク

ロップリストだけを対象とすると、これに含まれていないトウガラシやトマトなどの育種をするときに、

どうしたらいいのだという問題が生じます。そのため、このクロップリストに限らず、このような植物

育種上の問題はすべての植物に共通ですので、幅広くすべての植物は CBD の例外に当たることにして
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いただきたいというのが、私どもの考えです。特に、名古屋議定書でもクロップリストに限定するとは

書いておりませんで、ITPGRFA を重要視するというような形で書いてございますので、ちょっと広く

解釈していただきまして、植物育種はすべて例外の対象とするという形で国内法を制定していただけれ

ば幸いかと思います。 
 ちょっと間違いがありまして、申し訳ございませんでしたけれども、この資料の最後の 8枚目のスラ

イドで生物多様性条約と ITPGRFAの比較をしているのですけれども、古い資料を見てしまいましたの

で、加盟国数が、CBDが 190カ国ではなくて現在では 192に少し増えていると思います。それから、

ITPGRFA のほうも 120ではなくて 126に増えていると思いますので、ご訂正ください。  
以上のようなところです。よろしくお願いいたします。 

○磯崎座長 後ろのほうは、資料整理の中で触れられていなかった ITPGR関連の意見ということです。 
  
○外務省 ITPGR の関係で 1 点、情報提供でございますけれども、昨日行われました関係省庁の局長

会議で 1 枚、名古屋議定書についての資料が配付されておりますが、それに加えまして、ITPGR につ

いても、各省庁の局長級で申し合わせを行っております。そこでは基本的な名古屋議定書の現在の作業

状況と、ITPGRの批准に向けた作業の状況を鑑みて ITPGRの作業を優先するということで、外務省と

しても、ITPGR についてはできるだけ早期に批准する作業をしていきたいと考えております。必要に

応じて、また事務局から資料を提出していただければと考えています。 
○磯崎座長 そのほか、いかがでしょうか。この（1）～（4）の論点について。 
○炭田委員 （2）の①の右側の意見概要で、黒ポツ三つ目に「MATが設定されていることの事実確認

ができる情報提供が必要」とありますが、これは確か磯崎委員長が発言されたことだと思います。その

上の黒ポツで「国内措置の適用対象国は、提供国の ABS国内法令が議定書 6条 3を実施し、ABS-CH
に公開されている場合に限定すべき」とあり、同じ 6条 3の（e）項に、PICの発出および MATの設

定の確認を明記した証明書を ABS クリアリングハウスに登録するという趣旨が書かれております。上

記の黒ポツ三つ目は内容的に重複するため、なくてもいいのではないかと思いますがいかがでしょうか。

この内容に異論はありませんが。 
○磯崎座長 6条 3項に基づいてそれぞれの国が（ABS国内法令を）つくった場合で、MATについて

の情報がその国内ではっきりしていればいいのですが、そうでない場合に MATについての情報が外れ

る可能性があるかなと。その場合に必要が出てくるということだけです。6条 3の（e）項に含まれてい

るということで、2番目のポツには確かに入ってはいるのですが。 
○炭田委員 議定書に詳しくない方が、もしかして誤解するのでは、という可能性を避けるため申し上

げました。 
○外務省 外務省の地球環境課長の杉中と申しますけれども、外務省としては、条約の担保という観点

から、国内措置が条約をちゃんと担保されているかをきちんと説明できるものである必要があると考え

ています。それと、いま言われた話は、二つ目の●は、制度としての提供国の国内担保措置が、ABSク

リアリングハウスを通じてシェアされていると、これは非常に重要なことでございますけれども、やは

り担保した場合には、可能性的にはあまり日本としてはないと思うのですけれども、制度があっても、

PIC及び MATをとらないでアクセスして日本に持ってきている場合はやはり考えなければいけないと

思います。そういう意味では、ちゃんと制度があった上で、きっちり PIC及び MATをとった上で、遺

伝資源を利用しているということを確認できるという意味で、三つ目の●というのは必要なのではない

かと我々としては考えております。 
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○磯崎座長 そのほかのご意見、いかがですか。（1）～（4）全体に関連して。 
○二村委員 （2）の②の適用の時期についてですが、前回もちょっと申し上げたと思いますけれども、

まず名古屋議定書が発効し、それから日本の国内措置が整って、なおかつ提供国の国内措置が整ってと

いうことになりますと、実際的に運用が始まるのが、ずっと先になってしまう国が現実的にはたくさん

あると思うのですね。それ以前に、例えばバイオインダストリー協会さんのほうで手引書を出されてい

て、ボン・ガイドライン等に従ってしっかりやろうと努力されている企業さんの扱っているものは、各

チェックポイントで対象外になってしまう感じがするのです。もし問題が生じたとしても、資源国側は

国内措置が完了していませんのでこちらでは扱う必要がないと言って突っぱねることもできるわけで

すけれども、実際に問題が生じ議論が出てくる数のほうが、適用できる範囲よりも非常に多いような、

そもそもこのモニタリングというか、チェックポイントとして、国内措置で何とかしようとしているこ

とがアンバランスな感じがして、先ほど国際競争力の話をされていましたけれども、日本は要するに国

内措置でカバーする部分が非常に限定的なものであって、「ちょっと問題があるので、これ、何とかし

てください」という話をしたときに、「いや、それはおたくが国内措置を準備できていませんので、う

ちは対象外です」と言って蹴るようなケースが増えてしまうと、日本の競争力が逆に下がってしまうの

ではないかと私は感じるのですけども、いかがでしょうか。 
○磯崎座長 ここでの議論は最初にもちょっと触れたように、議定書上の義務に対し日本としてどんな

国内措置をとるかの話をしているのですね。確かにそこから外れる場合にどうするか。これは名古屋議

定書上の義務だから何をするかだけではなくて、必ずしも議定書が義務づけていないこと、あるいは生

物多様性条約上も義務ではないが、生物多様性条約や名古屋議定書の精神からして、義務としての行為

や手続のほかに、何かしたほうがいいのではないかという趣旨と整理していいですか。 
○二村委員 はい。 
○磯崎座長 そうすると、おそらくそれは、後ろの（6）番とかのほうでも同じような形で議論ができ

るのではないかと思います。 
○炭田委員 前回、私から「名古屋議定書を理解するための図」という紙で二村委員のいわれたような

状況をご説明したつもりです。この状況は、生物多様性条約という 1階建ての大きな建物の上に、名古

屋議定書という 2階部分を建て増そうとしている場合に生じる情況に例えられます。名古屋議定書に基

づくチェックポイント等々の利用国の国内遵守措置発動の対象は、名古屋議定書を批准してその権利・

義務関係を満足させる措置を実施した加盟国間での約束事である、という整理になると思います。名古

屋議定書を批准したが、その権利・義務関係を満足させる措置をいまだ取っていない国は、利用国の国

内遵守措置の発動の対象とはならず、そのような措置をとるまでの期間は生物多様性条約上の権利・義

務関係に従うことにならざるを得ないと思います。しかし、経済産業省とバイオインダストリー協会が

つくった「アクセス手引」というガイドラインは、このような情況にも「自発的な国内遵守措置」とし

て活用できます。つまり、相手国が議定書に基づく ABS 国内法を設置していなくても、企業等の利用

者は、既存の法令の中で提供国政府の関連部署と相談して、実質上の事前了解を得るように推奨されま

す。ですから、名古屋議定書の発効以降において、日本はいまの「アクセス手引」、および、今後策定

されるであろう「国内遵守措置」の 2 本立て方式を採用することにより、（磯崎委員長の言われた）国

内遵守措置から外れる場合に対しても、対応が可能となります。議定書加盟国(2 階部分)および議定書

加盟国であるが義務の未実施国プラス生物多様性条約加盟国(1 階部分)に対しては、それぞれ、国内遵

守措置および「アクセス手引」で対応してゆける。二村委員の懸念されている部分については、日本で

は「アクセス手引」が有用なツールとなると考えます。 
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○西澤委員 私は、枠組みをつくるのはいいのですけど、できるだけゆるゆるにつくってほしいと考え

ています。PICや MATがあるということが前提というのはいいのですけど、それは、当事者間の合意

に基づいてつくられたもので、それが基本ですよね。それらがあることを確認するのはいいんですけど、

その中身まで立ち入って、一々、条項的に不足があるとか指摘することはしてほしくないと思っていま

す。だから、あるかないかだけ確認するという程度におさめてもらいたい。枠組みをつくるのだったら、

いま曖昧な点が結構あるので、それを明らかにする意味でつくってもらいたいと思います。あとは、何

か事が起こったとしても、普通は起こっていないのですけど、結局責任をとるのは企業なので、企業が

そんなばかなことをやるとは思えないので、あまりきつい制限をつくっても意味ないと思います。 
○磯崎座長 西澤さん、いまのはMATについてですね。 
○西澤委員 PIC についてではないです。MATについてです。 
○磯崎座長 MAT ですね。 
○西澤委員 ええ。PICについて言えば、いま実際資源を入手している国であっても、国内法がないか

ら PICがとれないというところがあるのですよね。だけども、契約相手が行政機関に確認して、契約し

てもいいということは確認していますから、一応あるのに相当すると考えています。 
○鈴木（健）委員 私、NITEで微生物のカルチャーコレクションをやっております鈴木と申します。

私は、法律は聞いていてわかるのですが、現実となかなか結びつかないところがありまして、例えばこ

ういうような資源の移転を実際に管理というか、法律で規制したときに結びつけられるかどうか非常に

心配なところがあって、例えば、私ども微生物という目に見えないものを扱っていますけれども、それ

が実際にどこにあって、どこに移ったということに関しては、ある意味二つある。一つは、それを誰か

が鑑定書みたいにアサインした文書にすること、もう一つはそれ自身を移転していわゆるコレクション

からコレクションとか、研究者へという移転は物と紙で動いていったことをむしろ紙のほうがやってい

くことになる。そのときに、先ほど西澤さんがおっしゃったような心配について、例えばユーザーの皆

さんが一番心配しているのは、自分がしたことをちゃんと人に説明できるかどうかということになると

思うのですね。そのようなときに、あの資源は誰がそのものとしてアサインして、どうなったかという

ことを、どこでやるか。ある意味、自分が想像するに、昔の特許で係争になったときに相当したときに、

それに対する文書的なもの、また物としての証拠というものがどのように出せるかということがバック

にあって、それによって、むしろユーザーの方々が安心して使ってもらえるようなものを踏まえた上で

の法律でありガイドライン、どちらがいいと言っているわけではないのですけど、それがなければかえ

ってユーザーの方々は警戒して、例えば海外のものを使わないとか、生物資源自身から遠ざかることに

なってしまうかと思います。そういう意味でいえば、私どもは自分の仕事からして、ある意味、保証す

るプロセスというものがあって、それが実際の移転や、しかもそれが海外に対しても有効なものとなる

ことによって、国内の移転も含めバックがあって、ガイドラインや何かが機能するかどうか、または、

それによって、海外にも同じような施設があったりするわけですから、うまく機能を合わせていくこと

によって、積極的に利用しようと思わせる体制にして、そういう制度をつくっていって、自分たちもそ

の存在意義を出したいということがあるのですけれども、その立場の中に、できること、できないこと

をはっきりさせて、法律とハーモナイズさせていく必要があるのかなと考えます。 
○磯崎座長 ありがとうございます。時間との関係もあるのですが、その他の方、よろしいでしょうか。 

（はい）  
○磯崎座長 そうしましたら、ここで何かを決めてしまうということではありませんので、（1）～（4）
についての論点は、第 3回などでも議論ができるかと思います。大体、論点（1）～（4）について、さ
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まざまな意見がそろったような気はします。 
 もう一度、気のついたところだけで整理しますと、15 条 1 項に基づいて、必要なのは、国がどうい

う措置をとるかということなので、民間ガイドラインを活用する場合も、その前提となる何かは国の措

置ということが必要であって、それについて考えないといけないということと、それから、最初に前回

の議論との関係でちょっと触れたところなのですが、提供国が主権的権利のもとで ABS について定め

ます。その中身については利用国で変えることができないという制約があります。ただし、議定書の第

3条でつけられている枠や制限に限定されるので、第 3条の外にあるものについては対象にしなくても

いい。具体的には、遺伝資源でないものと議定書発効以前のものです。 
 それから、第 4条との関連で、明確に除外できるもの。この場合は、ITPGRの MLSに乗って動いて

いる植物遺伝資源で、しかも利用が農業・食料用で育種に限定されるということです。これが除外され

るというのはいいのですが、これは鈴木（睦）委員が触れていたように、同じものであっても、農業・

食料用でない目的で使う、または、育種のためではない目的で使うというときは、対象にならないけど、

その見極め、区別をどうするのかという、法技術的、行政技術的問題が残ります。その問題は、前回か

らずっと議論されている目的変更の場合、食料品として輸入されたものを遺伝資源として使うというと

きどうやって区別できるか、はっきり見つけることができるかという問題とも絡んでいきます。 
 それから、ITPGRで、寺田委員からのパワーポイントでも説明があったのですが、1点、指摘してお

きたいのが、ITPGR-MLSは、できるだけスムーズに、簡易な手続で利用がフリーに行えるようにする

という目的と、それから、もう一つ、BS という目的、その二つを同時に実現しているメカニズムにな

ります。しかし、CBD、それから名古屋議定書の場合は、フリーに使うという目的のほうは、入ってい

ないというか、条約の 15 条 2 項で、「ファシリテートをする」という言い方にとどまります。ITPGR
は、排他的な権利制限をかけない限り自由に使え、排他的権利制限がかけられていないときは、BS の

義務がないというメカニズムです。一番ベースの考え方が ITPGR-MLSで、そのもとの ABS制度は、

CBDとはかなり違っていて同列に見ることはできません。名古屋議定書の交渉段階で、ITPGRの MLS
と同じような制度を名古屋議定書のもとでつくるべきだという交渉は初期の段階ではあったのですが、

後半の段階はその論点はほとんど議論されなくなっていましたので、そこにこの二つの制度で大きな違

いがあるかと思います。 
 もう一つは、議定書の第 8条が定めている考慮要件に該当する場合です。具体的には、科学目的・学

術目的や、医薬、食糧安全というような、考慮項目は入っているのですけれども、最終的には、それぞ

れの国が国内法で決める、となっています。このとき、やはり法技術的にどう対応すべきかという論点

が残ってしまいます。スイスの事例でもありましたけれども、学術研究についてある程度簡易な制度に

してしまうという場合、その区別を認めない国内法を持っている提供国との間でどう考えたらいいのか

という問題が残ります。もしその提供国が国内法に違反するということで違反のための手続をとり、そ

の手続について 15条 3項に基づいて利用国に国際協力を求めてきた場合、どうしたらいいのかという

問題が残ります。これも、先ほどの除外の範囲、それから目的変更の場合と似たような法技術的な考え

方でクリアできるかもしれません。特に第 8条関連では、そうした論点も残って、日本国内でチェック

ポイントやモニタリングからもし外したとしても、提供国から法律違反で訴えられたりすると、元も子

もなくなりますので、そのあたりについての判断もしていく必要があるかと思います。 
 それでは次の議題ですが、論点（5）、これは国内 PICですね。日本自身が日本の遺伝資源に対してど

う対応すべきかということですが、この点についてご意見をお伺いいたします。 
○炭田委員 「アクセス手引」のことで補足説明をさせて頂きます。（6）の二つ目のところの上の●に、
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条約に基づく措置として日本には既にガイドラインである「アクセス手引」があります。より正確に言

いますと、これは「条約に基づく」のみならず、「条約および名古屋議定書に基づくもの」です。前回、

配付させていただきました「アクセス手引」第 2版は 2012年 3月に出したもので、主要なセクション

は、生物多様性条約および名古屋議定書双方の関連条項を反映させております。「遵守」というセクシ

ョンでは 100％名古屋議定書に基づくことが書いてあります。名古屋議定書はまだ発効しておりません

ので一種のガイドラインとみなしました。また、名古屋議定書については意味の曖昧な部分もあります

のでこれには深入りせず、現時点で明白と思われる点を反映させております。「アクセス手引」は、「条

約および名古屋議定書双方に基づくものである」ということをお含みおきくだされば幸いです。 
○磯崎座長 論点（5）の国内の遺伝資源についてどう対処すべきかですが。 
○外務省 先ほどと同じく、条約を批准するに当たって必要なことについて、外務省としての立場をご

説明させていただきたいのですけれども、当然のことながら条約を批准するに当たっては、15 条から

17条だけではなくて、すべての条項について日本としてどのように対応するか、担保の方法についてき

ちんと説明できることが必要だと。その意味では、国内 PICにつきましても、日本としてどのような対

応をするのか。フリーアクセスにするのか、提供国として導入するのかを決定した上でなければ批准で

きない。ただ、一部議論があったのは、そこは検討事項としてとりあえず批准するというような意見も

聞いたことはあるのですけれども、そういったことは批准するに当たってはできないので、日本として

の立場を定める必要があります。そういった意味では、国内 PICを国外に向かってどうするのかという

ことについて、行政の間だけで決めるというのは難しく、国民として日本の遺伝資源を外部からアクセ

スするときに、手続を要求するのかということについては、国民全体での議論が必要ではないかと。そ

れが、先ほど最初に説明した関係局長会議の 2番の文言となっているということでございます。 
○鈴木（睦）委員 学術の立場、大学での研究の立場で話をさせていただきます。国内 PICにおきまし

て、海外とのサンプルのやりとりを考えますと、学術の範囲においては、今日パワーポイントで説明し

たように、いかに早く、いかにスムーズにというのが必要になりますので、政府の了解が必要になりま

すと時間がかかり研究の阻害要因となる。実際問題、学術において国内にある遺伝資源のライブラリー、

微生物、動物、植物、作物などの運用が制限されると、国際的な学術活動に大きい影響を及ぼしますし、

これはアメリカが入っておりませんので、アメリカとの基礎研究の競争ということに関しても阻害要因

にもなりますので、学術の世界の国際の競争力、また、国際協力関係を発展していくときに、それを阻

害する制度をつくることは、研究上の慣行、研究者のコミュニティで――研究者のコミュニティの歴史

というのは長いものでありますので、研究者コミュニティでいろいろな決まり事、慣行などが決まって

おります。例えば微生物でしたら、論文を出したときにいくつか出さなきゃいけないとか、ITPGR は

もう決まっているとか、それを阻害するという話も先ほどあったのと似たトーンで、研究者のコミュニ

ティの慣行があるということは理解していただきたいなと思いまして、そういうもの等を考えたときに、

国内 PICというのは特に必要なく、フリーアクセスがいいのではないかと。学術の立場、大学の研究の

立場に立ってみると、国内PIC制度の必要性は感じないというのが私の意見です。 
○磯崎座長 いま鈴木（睦）さんが途中でちらっと触れていたのは、ブダペスト条約の菌類の国際寄託

に関する制度のことですね。 
○鈴木（睦）委員 はい。 
○吉田委員 私は、国内 PICに関しては、全面的ではないですけれど何かの芽出しは必要なのではない

かという立場でお話ししたいと思うのですけれども、先ほど杉中課長から、関係省庁連絡会議の中で、

国民に開かれた議論を行うということが書かれてということのお話がございましたけれども、これは非
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常に大事だと思うのです。つまり、その前の一つ目では、「可能な限り早期の締約に向け」ということ

が書いてありますので、国内法の整備などで非常に時間がかかるために、そこが足を引っ張って早期の

締約ができなくなるということになるとやっぱり問題かとは思いますが、私が最初の発言のときに申し

上げたように、この ABS という問題は保護地域の中に非常に有用な遺伝資源があって、それが本来、

保護地域の発展、特に途上国の保護地域の発展というものに役に立つのではないかというところから出

てきたものでございます。そういったことを考えますと、必ずしも遺伝資源の有用なものが保護地域の

中にあるだけではなくて、普通のところにもあったりするのだろうと思うのですけども、全面的にでは

なくても、例えば国内法上、何か対応が可能な国立公園の特別保護地区だとか、自然環境保全地域とか、

何らかの形で少し改正を行うだけで対応可能なところについて、芽出しとして国内 PICを制定すると。

これが海外でも、相互にやられてきた場合には、その後運用を考えていけばいいと思うのですけれども、

もうほかの国でも動いてしまってから日本で始めるのは非常に難しいという状況になるのは、避けるべ

きではないかなと思います。 
○磯崎座長 ほかの方で、国内PICについては。 
○藤井委員 製薬協は、研究開発型企業の集まりということで、やはり海外の製薬企業と競争していま

すので、そういう意味では、国内 PICはないほうがいいという意見が多いのが事実です。例えば絶滅危

惧種というようなものについてであれば、別に法律をつくるとか、先ほども少し出てきましたけれども、

国立公園のようなところであれば、別の法律とか、いくつか対応できる部分もあるだろうと考えていま

すので、例えば自分の家の庭の土を持ってきて、一々PICというのは、そういうことを製薬企業がやっ

ていると、競争力を削がれるもとになるのではないかと考えています。ただ、やはり一部の方から、少

し危惧が出ているというのは事実です。危惧を持っている方が少数ながらいるのは事実で、ただ、そう

いう方の要望としては、例えば、極めて簡便で、企業として一括して PICをとるというような、何かそ

ういう制度、包括的な PICみたいなものを考えてはどうかという意見が、多少出ていたという事実はあ

ります。 
○浅間委員 国内 PICというか、先ほどいろいろな議論の中で、ここにもいろんな形で「遺伝資源等」

という書き方をしているのですけれども、おそらくこの「等」というところの部分は、遺伝資源にかか

わる伝統知識の部分についてのことだと思います。実はいままでの議論の中で、遺伝資源の定義はしっ

かりしているけれども、解釈についてはいろいろなところがあって非常に難しいと言われている中で、

伝統的知識についてはさらに難しい状況でして、本当にその伝統的知識というものは何を指すのか自体

も、まだしっかりとした議論ができていない状況でございます。そういった状況の中で、国内 PICを考

えますと、例えば我が国に伝承されてきた伝統的な薬用植物の知識などについては、例えばこれは医薬

品として扱うにはただ単にそういう知恵があるから医薬品になるのではなくて、きちんとしたエビデン

スに基づいた形の中で医薬品となってきますので、特に国内 PICということがなくても、しっかりとし

たルールの中で医薬品になってきますので、国内 PICというような考え方はあまりそぐわないのだと思

います。ただし、注意しなければいけないのは、この薬用植物に関する知識というのは東アジア全体で

非常に類似性が高い部分がございますので、日本だけの中ではそういったルールでいいのかもしれない

のですけれども、相手先国、外国から見た場合には、それは自分たちのものではないですかと言われる

可能性もあるので、実は国内 PICの整備については、ある程度の枠でそういったところを守っていただ

きたいなという気もします。ただ、最初に申しましたとおり、伝統的知識自体の解釈がよくわかってい

ませんので、実はそこについて解決の方法があるのかどうか、いま現在、正確な意見は言えないところ

でございますけれども、一応そういったことがあるということを述べさせていただきます。 
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○磯崎座長 ありがとうございます。 
○外務省 いまの議論について、何個かの要素が混乱して入っているのではないかと思いますのは、ま

ず締約国としての 6条等に定める措置を導入するというのは、日本にある遺伝資源を海外からアクセス

するときに PIC、MAT を要求するかという話であって、それが国内の競争力とか、国内事業者に対し

てすぐ過大な負担になるという議論とはちょっと違うのではないかと思います。ちなみに、アメリカに

つきましても、アメリカは CBD には入っていないわけですから、そこの遺伝資源を利用するのに対し

て特別の要求をされることはありませんし、アメリカの事業者についても、ほかの国が名古屋議定書に

基づいて国内措置でPICとMATを要求するという法を施行すれば、それに従わなければならないので、

まずはそれが競争力というのは、その後のいろんな国内の中での制度をどうするのかという議論はある

とは思うのですけれども、まずは議定書をどのように批准していくかというときには、その議論とは分

けて考える必要があるのではないか。まず考えなければならないのは、海外から日本の遺伝資源にアク

セスするときについて、PICなりを要求するのかどうなのか。それとも、世界の人に対して自由に使え

るようにするのかというところを決定する必要があるということでございます。 
○藤井委員 私の理解では、海外にそのような義務を課したら、当然、日本人も同じ義務を負うという

前提の上で、先ほどのような話をさせていただいたのですけれども、要は、差別というか、区別という

か、そういうことはあり得るという理解でいいのですか。 
○外務省 まさに WTO とかで内国民待遇というような話は議論になると思いますけれども、まず、そ

こも含めて議論をする必要があると思いますけれども、まず条約で求めている議論については、日本の

中の資源を持ち出すに当たってどういう手続を要求するか、手続を要求するのかどうかというところを

まず判断する必要があると考えていますので、その後の国内制度設計に基づいて課される義務というの

は条約を批准するに当たっての義務とは違うものだということは認識する必要があると思います。 
○磯崎座長 いま、藤井さんとの間で論議になっていますが、これは議定書の条文交渉でもかなり大き

な問題になって、「差別しない」という用語を先進諸国が入れようとして、大分もめた。その「差別な

しで」という用語は、議定書の 6条からは外れていて、透明性というような形にはなっているのですが、

一部の開発途上国でその国の国籍を有する人または企業をある程度優遇するシステムがとられている

国もあります。そのような形で外国企業が不利益になるようなことを避けよと、実は日本も交渉段階で

主張をしていた経緯があります。この論点について、法律の分野でも議論をされたことがあるのですが、

自国民や自国企業を優先するような手続を入れた場合に、ダミーを使われるとほとんど同じになってし

まうのであまりぎりぎり議論する意味もないのではないかというような論点も出されていたことがあ

ります。いずれにしろ、最終的に自国民、自国企業に対して区別した扱いをするかどうか含めて、大き

な決定がされた後に法技術論的に考えていかなければいけない論点ではあるかと思います。 
○炭田委員 国内資源へのアクセスを規制するのが賢いか否かについては慎重に対応すべきと考えま

す。仮に規制すべしという議論を想定すると、必ず、内外無差別か、内外差別かという問題が浮上しま

す。われわれは、まず、「日本は科学と技術革新を立国の基礎とする国である」という観点を念頭に置

く必要があると信じます。現実問題として、日本人が海外遺伝資源を使いたいと思っても、各国が主権

を持っているという厳然とした限界がありますが、日本国内の遺伝資源については日本国自身が決める

ことが出来る。日本は生物多様性のかなり豊富な国だから、海外資源へのアクセスができず非常に困っ

た場合には、国内の遺伝資源を丹念に探索すれば何とかしのげるかもしれない。だから、国内資源への

円滑なアクセスを確保することは日本にとって戦略的に重要です。 
まず、初めに、内外無差別の観点から考えます。仮に、日本が不用意に内外無差別のアクセス規制を



 18

しいてしまうと、几帳面な日本人の国民性からいって、日本の当局は日本人研究者の箸の上げ下げまで

干渉する可能性がある。JBAは 1996年ぐらいから ABS問題に取り組んできましたので、例えばフィ

リピンが 1995年に世界ではじめてABS規制の大統領令をつくって 1996年から施行した時に何がおこ

ったかを観察する機会がありました。フィリピンでの法制化をアドバイスしたのが主に欧米 NGO 等の

専門家であったためか、フィリピンは内外無差別の規制制度をとった。しかも厳しい規制であった。例

えていえば、自宅の裏庭の土から微生物を採取するためには、政府の許可が必要である、というような

ことが起こった。真っ先に大きな悲鳴があがったのは国内の学界の研究者からです。もしも、日本にお

いて国内規制による自縄自縛で国内遺伝資源が自由に使えなくなり、他方、海外の遺伝資源は資源国に

囲い込まれて利用できない状態になったら、日本のバイオサイエンスとバイオ産業の息の根がとめられ

るおそれがあります。 
 次に、内外差別の観点から考えます。COP10に至る国際交渉過程で、先進国は内外無差別を主張し、

途上国は内外差別を主張しました。例えば、インドは厳しい ABS国内法を 2002年につくり、明らかに

内外差別をしています。インド企業に外国資本が入っていれば外国企業とみなされる。議定書に至る交

渉過程で、EUや日本等の先進国は内外無差別を強く主張しましたが、途上国は当然、これに反対した。

結局は、名古屋議定書では「恣意的な扱いはしない」という程度のぼんやりした文言になった。EU 当

局は域内遺伝資源へのアクセス規制をしないと最近も公表しています。このような経緯をふまえると、

仮に日本が国内資源への内外差別の規制をしようとしたら、先進国との科学技術や産業分野における協

力関係が損なわれる懸念があります。これは、「日本は科学と技術革新を立国の基礎とする国である」

という観点から考えると深刻な問題です。 
内外無差別、差別を問わず、日本国内の遺伝資源へのアクセス規制は、日本にとって裏目に出る可能性

があります。したがって、日本の国内資源へのアクセスのあり方については、まず、いろいろな基礎情

報を集めて整理し、他国の失敗からも教訓を学ぶ等の過程を忍耐強く積み重ねながら、慎重に議論すべ

きと思います。 
○磯崎座長 そのほかの論点は、どうでしょうか。日本の遺伝資源についてどうするかという論点です。 
 よろしいですか。大体、確かに論点は出たような感じですが。 

（なし）  
○磯崎座長 そうしましたら、先ほど既に炭田委員が次の（6）番について、いわゆるアクセス手引の

話も触れていますが、そのほか、どうでしょうか。 
○鈴木（睦）委員 最初にパワーポイントをお見せし最後のところが今回の論点（6）と予告いたしま

したが、論点（6）①、②、③で、国内の利用者はどのような対応をとるべきか、適正な利用はどのよ

うにすべきかということに関してまず話しますと、国内の利用者自身は、研究者自身がやっぱりこの

CBD と名古屋議定書を意識して、非金銭的な利益配分として研究成果や論文を発表するということが

大事だなと思いまして、そうなるようにやはり啓発活動が必要だと思います。それで、利用者コミュニ

ティにおける自発的な適正利用の推進に関する活動に関しましては、利用者コミュニティにおける自発

的な活動が望ましいと思っております。啓発活動というのがすごく大事になっていきますので、③のど

のように推進すべきかということに関しましては、我々、国立遺伝学研究所知的財産室に ABS 対策チ

ームというのをつくらせていただきまして、実際の始動は 10月 1日からになりますが、専門家 1名、

実務者 1名というものを専属に配置いたしまして対策チームをつくる予定です。実際に何をやるかとい

いますと、大学の研究者に向けた名古屋議定書に対応した遺伝資源の取り扱いに関する啓発活動、セミ

ナー、講習会を開催いたしますし、海外からの遺伝資源の取り扱いに関する情報発信、また、大学向け
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の啓発資料・ガイドラインなどを作成していきたいと思っています。また、海外からの遺伝資源の取り

扱いに関する相談や意見をお聞きする窓口をつくるということで、我々の活動を紹介させていただきま

した。これで啓発活動をやっていきたいと思っております。 
 
○炭田委員 JBAでは 1990年後半から生物多様性条約の普及啓発に努めていますが、初期の数年間に

は苦い経験をしました。生物多様性条約 15条に基づき、「国内法に基づき相手国から事前の同意をとる

こと。提供者と相互に合意する条件で契約を結ぶこと」という原則を公開セミナーでみんなに説いて回

りました。2002年にボン・ガイドラインが採択された後は、条約とボン・ガイドラインに基づき、1-2
年間は同じような活動をしました。一方、現実の世界では、ABS国内法を整備している資源国は極めて

少数でした。今もあまり多くはありませんが、当時、日本企業等がお付き合いする国では少数の例外を

除いては ABS 国内法がない情況であった。こういう国際環境を考慮せずに、条約の原則の遵守論だけ

を説いたことになります。企業や研究者からどのような反応が起こったかというと、「我々には共同研

究を期限までに開始する具体的な必要がある。相手国に ABS 制度もないし、その代わりとなる情報も

ないのに、条約の原則を守れと言われても、そんな原則論は現実の解決策にはならない」という趣旨の

お叱りを受けました。こちらは、日本の科学技術や産業が健全に発展することを願って条約の普及啓発

に努めているつもりであったのですが、結果的には、「あまりややこしいことを言うのであれば、要す

るに海外資源にアクセスしなければいいのでしょう」と反発されました。当方の善意のつもりの行動が、

実は、日本の科学技術の発展を阻害する効果しかなかったと反省するに至りました。この苦い体験が、

実情に合った「アクセス手引」や「ABS ツール」を作る原動力となりました。ABS ツールは色々あり

得ると思いますが、例えば、日本にとって重要な資源国との間で、双方の管轄省庁の了解を得た上で、

両国の２つの公的研究機関の間で協定を結んで、円滑に遺伝資源にアクセスできるスキームの構築が１

例として挙げられます。ABSツールを構築した上で、それとセットにして条約遵守の普及啓発をすれば、

研究者や企業にとっても相手国カウンターパートと具体的な研究協力を円滑に進めることが可能にな

ります。ですから、大学や企業を自分の管轄下に持つ省庁の方々は、名古屋議定書の下でそういう ABS
ツールをぜひ色々と開発されることをお勧めします。それとセットにして遵守措置の普及啓発を図るよ

うにしていただきたいと思います。 
 それから、資料 1の一番下に、右側の●で、「条約の普及啓発は既に十分に行っているが、」の「十分

に」を削除してください。我々の普及活動は、まだまだ十分でないと思っております。 
○小幡委員 1 点だけ、ちょっとつけ加えさせていただきたいと思います。学術の機関で外国と物をや

りとりするのは、通常の作業になっています。ほとんどの場合は、マテリアル・トランスファー・アグ

リーメント／生物移転同意書を使って既に物のやりとりがされています。私のところでも、年間 1 万

5,000 件以上のマテリアルを取り扱って、国内・国外問わずそのマテリアルを入れるときも、寄託して

いただくときも、提供するときも、そのような契約を行っています。ですから、現状そういうことをや

っていて、文部科学省のナショナルバイオリソースプロジェクトでも、そのような契約書を結ぶように

ということを推奨していますし、強制的に実施しています。その上で、プラス、この条約、この国内法

をつくるとき、その上にどのようなものをつくるかと。そのときに PICが必要なのかどうかと。そうい

うもので守られない遺伝資源というのはどこにあるかとかを議論する必要があるのではないかと考え

ます。ですから、学術の機関でのリソースのやりとりというのは、途上国等と先進国、先進国同士、す

べてそういうことで行われていると考えているところです。 
○磯崎座長 ありがとうございます。 
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○足立委員 すべてのこと一つ一つについていま申し上げるのは差し控えたいと思うのですけれども、

実は前回も私、急遽出席できなくなってしまったものですから、議事録と今回の論点を少し見せていた

だいたのですけれども、その中で企業の方がこういうのに取り組むときに、やはり解釈の曖昧さが大き

いというのは一番困るのではないかと思うんですね。ですから、そこはまず一つ整理する必要がある。

私自身、ちょっと驚くのは、この条約の解釈に関して、かなり皆さん方幅があるように思うんですね。

本当にここまで読めるというものと、あるいはそれを少し超えているのではないかというようなご意見

もあるように思うんですね。もちろん、これは、例えば利用する側からすると、利用のしやすさを求め

てここまでというのもあるのかもしれませんけれども、ぜひ、事務局の方にお願いしたいのは、「通常」

という言葉が適切なのかどうかわかりませんけれども、この読み方の範囲として、ここまでは可能だけ

れども、これをここまで読んでこういう解釈をしてしまうのはやや超えてしまうのかなという、そうい

う範囲というのがないとそこから外れたところでいくら議論をしても、これは条約あるいは議定書の精

神と逸脱してしまったものになると思うのですね。それはやはり避けなければいけないだろうというの

が一つです。 
 あと、もう一つは、皆さん方のご意見を見ますと、企業あるいは研究機関の方でも、利用のしやすさ、

産業なり研究なりが円滑に行われるということ、それを目指しているというのは非常によくわかるので

すけれども、一方、特に企業などの立場からした場合、利用しやすいというと同時にどれだけ自分たち

の将来的なリスクを管理できるかというのも非常に大きな論点ではないかと思うんですね。例えば、日

本の制度としてはこれでカバーできているはずだったのに、逆にそれが、将来、そこにもし万一漏れの

ようなもの、あるいは先ほどの解釈に関して、解釈の幅が非常に大きくて、それによって将来的なリス

クを見過ごしてしまうということになると、結局何のためのチェックポイントなのか、チェックポイン

トがあって、自分たちはこれでもうリスクは回避できている、マネージできていると思ったのに、でき

なくなってしまうというのはデメリットなのではないかと思うんですね。そういう意味で、もちろん私

も、煩雑な手続やハードルをいたずらに高くする必要は全くないと思っていますけれども、少なくとも

ここまではきちんと管理することによって、あとは安心できるような制度が望まれると思っています。 
 やや全体的な感想めいたものになってしまいましたけれども、その 2点を指摘したいと思います。 
○磯崎座長 ありがとうございました。 
○丸山委員 やはりこういったものは、特に食品産業の場合には、中小企業、零細企業が主体となって

おりまして、対応できる人材的にも不足しているところがあります。そういう面で、わかりやすく、使

いやすい、利用しやすい、ということが一番重要だと思います。国内の遺伝資源に対するアクセスをフ

リーにするのではなく、何らかの届出制度を設置することになるのであれば、できるだけ簡易で分かり

やすい方法で、一つ一つ細かいところまできっちりと決めるのではなくて、業界や分野ごとに細分化さ

れていないような包括的な制度で対応できると非常にやりやすいのではないかと思います。 
○磯崎座長 そのほかの論点、（6）番に限定せずに全体でも構わないですが、いかがですか。 
○寺田委員 （2）の③の適用の対象についてのコモディティの問題で、前回は、コモディティについ

て、ポジティブリストかネガティブリストを設定するかどうかという話を次回に持ち込むという話だっ

たと思うのですけれども、それは討議されないのでしょうか。 
○磯崎座長 今日までで全部を結論出すわけではない先ほど申し上げましたので、時間の範囲内で、何

かあればいま出していただいても結構です。 
○寺田委員 先ほど申し上げたように、植物では市販品種がコモディティかどうかということでかなり

大きな影響がありますので、定義がはっきりしないのであれば、この市販品種は、植物の場合、育種に



 21

使っても利益配分の対象に当たらないことをはっきりさせるか、あるいは、そもそも植物全体の育種利

用が ITPGR-FA の関係で CBD・名古屋議定書による国内措置の例外に当たり、これについては

ITPGRFAのシステムが利用されるようなことで、明確にしていただけるとありがたいのですけれども、

どうでしょうか。 
○磯崎座長 そのほか。あるいは、いまの論点について、ほかの委員の方で、どうでしょうか。 
○二村委員 先ほど寺田さんにご説明いただいた限りでは、育種に使われるものというのは、過去、慣

用的にそういうふうに使われているものであって、それを取引する場合にも、そういうものが既に目的

として入っているものであると考えれば、適用外にするという考え方でいいのではないかなと思うので

す。それから、浅間さんがおっしゃっていた薬用植物の原料としての入手というのも、これも、その目

的で入れるわけですから、コモディティとして、要するに適用外として全然問題ないのではないかなと

思うんですね。前回私が申し上げたのは、そういう形で入ってきたものを、全く違う目的に使う場合と

いうのを、一つ一つ挙げていくのは大変なので、一通り枠をかけておいた上で、例えばそういう品種改

良に通常使うものであるからそれは除外しましょう。それから、薬用植物、例えば漢方薬の原料として、

実際に販売しているものを原料として輸入するものに対して何ら規制をする必要はないと、こういう意

見を申し上げたわけですので、確かにここでいま決めるというのは難しいと思いますけれども、おっし

ゃることに基本的には賛成なんですけれども、前回の発言が違うようにとられている節があるので、ち

ょっとその辺訂正も含めて、もう一度申し上げておきたいと思いました。 
○磯崎座長 前回の論議と重なっている部分があるのですが、いま二村委員が整理をしてくれたように、

目的変更のときにどうするか、それから寺田委員が図でも説明されたのですが、事実上の困難性とか、

区別性とか、それから、遡っていくことの難しさとか、そういう場面があるので、それに対応できるよ

うなシステムで、これはかなり細かい話になってくると思います。それを考えないとこの議論はクリア

することができないということですので、この点も含めて次回以降で。次回は、COP11 の経緯、それ

からその動向も踏まえてということで、新しい情報があるかどうかですが、その新しい情報を踏まえて、

次回に検討を続けたいと思います。 
 外務省以外の、ほかの省庁の方は、何か。よろしいですか。 

（なし）  
○磯崎座長 そうしましたら、最後の論点との関連では、もう一つ、ITPGRのほかに UPOVと呼ばれ

る植物の新品種に関する条約もあって、この条約の中での議論もいま行われた論議と一部重なってきま

す。したがって農業・育種関連は、FAO や、いくつかのそうした知財権に関連する条約とのすり合わせ

も必要なことが一部含まれていますので、それについても考慮しながら、次回以降で進めていきたいと

思います。 
 それでは、ちょっと時間をオーバーしましたが、以上で議題のところを終えて、事務局へお返しいた

します。 
○中澤課長補佐 本日は大変長時間にわたり、ご議論をありがとうございました。本日いただいたご意

見の中で、こちらのほうからまたいろいろ情報等の提供をお願いすることがあるかもしれませんけれど

も、その場合はぜひご協力をお願いできればと思います。 
 それでは、最後に、亀澤自然環境計画課長よりご挨拶を申し上げます。 
○亀澤課長 本日は長時間ご議論いただきまして、大変ありがとうございました。前回に続きまして幅

広くご意見をいただいたおかげで、国内措置を考える上で、どのようなところにどのような論点がある

かについては、ある程度整理されてきたように思います。 
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 国内措置に関する COP11のサイドイベントについては、参考資料 2でもお配りをしておりますけれ

ども、この検討会で議論をいただいた論点、あるいは、いただいたご意見をもとに、磯崎座長から発表

をいただくことにしているほか、EU、スイス、ノルウェー、デンマークから、それぞれの検討状況な

どについて発表してもらう予定にしております。このほかにも、会議本体の中でも、各国の検討状況や

締結に向けた考え方に関する情報交換も行われますので、これらを通じて、できるだけ多くの情報を収

集しまして、整理をした上で、この検討会でもご紹介できるようにしたいと思います。 
 さらに、各省から、あるいは先生方の中でも COP11 に参加される方もいらっしゃるかと思いますけ

れども、各国の考え方や検討状況について情報が得られるようであれば、この検討会でご紹介いただく

など関係者間での情報共有ができればと考えております。 
 いずれにしましても、COP11 後にも検討会を開催して、引き続き検討を進めていきたいと思います

ので、よろしくお願いします。 
 本日はどうもありがとうございました。 

以上  


